
参考資料１

他県の状況及び国環境税の検討内容等



資料：第２回国検討会資料
（森林吸収源対策税制に関する検討会）



資料：第４回国検討会資料
（森林吸収源対策税制に関する検討会）



資料：第４回国検討会資料
（森林吸収源対策税制に関する検討会）



資料：第３回国検討会資料
（森林吸収源対策税制に関する検討会）



経済的機能 公益的機能

国補助事業上乗せ -

府県単独 ○（※５） -

    7.2% （10府県） ○

    2.7% （14府県） ○

    ？%  （11府県） ○

   6.8%  （23府県） ○

   1.4%  （22県）

   3.8%  （35府県）

  12.4% （27府県） - -

  13.3%　（６県）　 - -

※１　第２回国検討会資料ベース

※２　使途の割合は不明。「その他」12.4%に含まれる

※３　ボランティア支援を含む

※４　森林公園等の整備、公有林化、鳥獣被害状況調査、施業集約化支援、苗木生産支援、市町村交付金、シカ個体数調整等

※５　H29年度新規事業　国補助事業と一体で行う間伐を促進

森 林 整 備 ・ 関 連 施 策 に つ い て

37府県独自課税の使途
（※1)

本県の施策

森
林
・
林
業
関
係

森林整備
(間伐・造林等）

  52.3% （37府県）
　※国補助事業上乗せ（14県）
　　  府県単独（32府県）

治山・流木対策

松枯れ木等処理

担い手育成・支援（※２）

都市緑化、河川等

木材利用促進

森林環境教育 ○

普及・啓発（※３） ○

その他（※４）



本県における森林の状況（イメージ）
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手入れ不要
※ ごく一部の経済林を含む

手入れが不十分
（奥地等の条件不利地、過去に活用されていたブナ林）


